
☆ハローワークに警備会社の人事担当者が来ます☆

直接相談できる機会です。質問のある方や説明だけ

聞きたい方大歓迎！待ち時間に気軽にお声がけください。

雇用保険受給中の方は、求職活動（１回）としてカウントされます。

【お問い合わせ】ハローワーク会津若松 職業相談第二部門人材確保対策コーナー

Tel：0242-26-3333（部門コード：42＃）

令和７年１月１５日（水）

令和７年１月２２日（水）

令和７年１月２９日（水）

※ご予約不要！お気軽にお立ち寄りください。
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